
〇四日市市空家等の適切な管理に関する条例施行規則 

平成２６年９月２４日 

規則第３９号 

令和６年３月２７日 

規則第２５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、四日市市空家等の適切な管理に関する条例（平成２６年四日

市市条例第１４号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

（立入調査証） 

第２条 条例第７条第２項に規定する身分を示す証明書は、立入調査証（第１号様

式）とする。 

（通知） 

第３条 条例第８条第２項に規定する通知は、通知書（第２号様式）により行うも

のとする。 

２ 条例第９条第２項に規定する通知は、通知書（第３号様式）により行うものと

する。 

（公表及び標識の設置） 

第４条 条例第１１条第２項に規定する公表は、四日市市公告式規則（昭和４２年

四日市市規則第１３号）第２条第２項に規定する市役所の掲示場に掲示して行う

ほか、必要に応じて市のホームページへの掲載その他適切な手段により行うもの

とする。 

２ 条例第１１条第２項に規定する標識は、四日市市空家等の適切な管理に関する

条例に基づく標識（第４号様式）とする。 

（緊急安全措置の手続） 

第５条 市長が、条例第１０条第１項に規定する危険な状態を回避するために必要

な最低限度の措置（以下「緊急安全措置」という。）をとるときは、空家等の所

有者等に対し、次に掲げる事項を事前に通知しなければならない。 

(1) 緊急安全措置の実施概要 

(2) 緊急安全措置の概算費用 

(3) 所有者等の費用負担 

(4) その他市長が必要と認める事項 



２ 市長は、条例第１０条第２項に規定する空家等の所有者等の同意が得られたと

きは、空家等の所有者等と同意書兼協定書を締結するものとする。 

３ 条例第１０条第２項ただし書及び第３項ただし書に規定する市長が別に定め

る軽易な行為は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) カラーコーンの設置 

(2) ブルーシートでの養生 

(3) 開口部の閉鎖 

(4) その他市長が必要と認める軽易な行為 

（補則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

この規則は、平成２６年１０月１日から施行する。 

  附 則（令和６年３月２７日規則第２５号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 



第１号様式（第２条関係） 

 

（表） 

 

 

年  月  日交付第      号（使用期間１箇年） 

 

職 名 氏 名 生年月日 

   

立 入 調 査 証 

 
上記の者は、四日市市空家等の適切な管理に関する条例第 

 
７条第１項の規定に基づく立入調査をする職員であることを 

 
証する。 

 
四日市市長               印 

 

（裏） 

 

 

この立入調査証を携帯する者は、四日市市空家等の適切な管理に関する条例（令和５年四

日市市条例第  号）第７条第１項の規定に基づき、空家等に係る立入調査をすることがで

きる。 

 

四日市市空家等の適切な管理に関する条例（抜粋） 

 

（立入調査） 

第７条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所に立ち入らせ、

必要な調査をすることができる。 

２ 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求が

あったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

 

 

 

 

 

 

 

（写真） 



 

第２号様式（第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

管理不全空家等認定通知書 
 

 

          様 

 

四日市市長 

 

 

あなたが所有者等となっている下記の空家等について、空家等対策の推進に関する特別措

置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第１３条第１項に規定する「管理不

全空家等」に該当すると認められましたので、四日市市空家等の適切な管理に関する条例（令

和 年四日市市条例第  号））第８条第２項の規定に基づき、通知します。 

 これにより、空家等の状態が改善されない場合は、法第１３条各項に規定する措置の対象

となります。なお、この文書における空家等の所有又は管理の状況について事実と異なる場

合や、既に何らかの措置を講じている場合は、ご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１．対象となる管理不全空家等 

   (1) 所在地    

   (2) 用途     

   (3) 登記簿謄本に記載された建物所有者の住所及び氏名 

      住所    

      氏名    

 

２．空家等の状態（管理不全空家等に認められる理由） 

 

 

３．連絡先 

   

四日市市     部 

      課（室） 

  ＴＥＬ：（０５９）   － 

      



 

第３号様式（第３条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

特定空家等認定通知書 

 

 

          様 

 

四日市市長           印 

 

 

あなたが所有者等となっている下記の空家等について、空家等対策の推進に関する特別措

置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２条第２項に規定する「特定空家

等」に該当すると認められましたので四日市市空家等の適切な管理に関する条例（令和 年

四日市市条例第  号））第９条第２項の規定に基づき、通知します。 

 これにより、空家等の状態が改善されない場合は、法第２２条各項に規定する措置の対象

となります。なお、この文書における空家等の所有又は管理の状況について事実と異なる場

合や、既に何らかの措置を講じている場合は、ご連絡くださいますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１．対象となる特定空家等 

   (1) 所在地    

   (2) 用途     

   (3) 登記簿謄本に記載された建物所有者の住所及び氏名 

   

 

２．空家等の状態（特定空家等に認められる理由） 

 

   

 

３．連絡先 

   

四日市市     部 

      課（室） 

  ＴＥＬ：（０５９）   － 

     



第４号様式（第４条関係） 

 

 

四日市市空家等の適切な管理に関する条例に基づく標識 

 

四日市市空家等の適切な管理に関する条例第１１条第２項に基づき、次に掲げる事項を公

表するため、この標識を設置するものである。 

 

年  月  日 

四日市市長 

 

(1) 特定空家等の所在地 

 

 

 

(2) 特定空家等の状態 

 

 

 

(3) その他市長が必要と認める事項 

 

 

 

 


